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第１　はじめに
　知財関連の法律相談では、例えば、特許権侵害訴
訟を提起したことや、競合製品が自社の特許を侵害
していることを取引先に通知したいと言った相談や、
自社のウェブサイトにこれらの事実を通知したいと
いった相談をしばしば受ける。特許権侵害訴訟とい
うのは、競合他社間で行われるのが一般的であるか
ら、少しでも出足を止めたいというのが提訴側の本

音であろうが、果たして適法と違法の境界はどこに
あるといえるのだろうか。
　不正競争防止法２条１項15号は、

「競争関係にある他人の営業上の信用を害する
虚偽の事実を告知し、又は流布する行為」

を不正競争行為として規定している。 
　様々な要件があるが、実務的には「虚偽の事実」
が重要である。つまり、どこまでが「虚偽」で、ど
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こまでが「虚偽ではない」のかが重要であるという
ことである。
　また、「虚偽の事実」とされて不正競争行為だと判
断された場合、誹謗者に過失が認められたとき、ど
の程度の損害賠償が認められるのだろうか。仮に不
正競争行為だと判断されても、認められる損害が僅
少なのであれば、ビジネス的に見て告知するという
判断だってあり得るから、損害額も極めて重要にな
る。もちろん、ビジネス的に見て告知するといって
も、場合によっては脅迫罪にも該当するので、その
点は注意しなければならない。
　本稿では、最近の裁判例に基づき、この２点に
絞って、解説を行いたい。なお、以下では、競合の
営業を誹謗しうる事実の通知について、「被疑誹謗
通知」などという。
　

第２　「虚偽の事実」について
　純然たる価値判断の表明については本号の不正競
争行為に該当せず、虚偽事実の表明のみが不正競争
行為に該当する。もっとも、純然たる価値判断の表
明なのか、虚偽事実の表明なのかは微妙なものがあ
り、多くの判例では、価値判断の要素を含む表現で
あっても、これを事実に関する表明であると認定し
て、事実の意義を広く解している１。
　また、虚偽かどうかは、誹謗者の主観、意図も参
酌すべきであるが、直接には、告知、流布された事
実そのものについて、その受け手になる者が真実と
反するような誤解をするかどうかで判断すべきであ
る。とされている２。また、「陳述・流布されてい
る内容全体と当該事実部分との関係、陳述・流布の
方法、媒体、範囲等の状況や背景、取引の実情およ
び需要者ないし取引者の有している知識などを総合
し、需要者ないし取引者が、その内容をどのような
意味内容を有するものとして受け取るかを考えなが
ら、具体的に判断しなければなりません。」とされて
いる３。要するに、受け手に生じる萎縮効果（被誹
謗者との取引を萎縮させる効果）がどの程度かとい
うことに尽きると思われる。
　まとめると、（１）まず純然たる価値判断の表明で
あれば、そもそも虚偽事実たり得ないので本号の不
正競争行為に該当せず、（２）事実の表明であっても、
受け手が虚偽と思わないようなときには本号の不正

競争行為に該当しないということである。
　ところで、被疑誹謗通知のパターンとしてあり得
るのは、①プレスリリースなどの１対多パターンと、
②特定の取引先などに個別に通知する１対１のパ
ターンである。一般的には、①のパターンよりも②
のパターンの方が、受け手が明確であり、また、受
け手に対するメッセージ性がより強いため、萎縮効
果が生じやすく、虚偽であると取られるリスクがあ
るといえよう。
　最近の裁判例では、どのような事案でどのように
判断されているだろうか。
　
１　裁判例紹介

（１）提訴に関するプレスリリース

ア　大阪地裁平成28年10月27日（平成27年

（ワ）10522号、平成28年（ワ）636号）

以下のプレスリリースの文章（本件掲載
文）が問題となった。

スカイホースジャパン株式会社に対する
提訴ついて

　　　　　　　　　　　  株式会社エコリカ
代表取締役（掲載省略）

平素はエコリカのリサイクルインクカート
リッジをご愛顧いただきありがとうござい
ます。
株式会社エコリカは,2015年10月22日、不正
競争防止法に基づき、不正競争行為の差止
めおよび損害賠償金の支払いを求めて、ス
カイホースジャパン株式会社（本社：（掲
載省略）／代表取締役（掲載省略））を大
阪地方裁判所に提訴しました。
エコリカは、平成21年６月以降、順次、エ
プソンのインクジェットプリンタに適合す
る下記のリサイクルインクカートリッジを
発売し、その特徴的なパッケージのデザイ
ンと品質が全国の消費者に認知され、パッ
ケージのデザインは、エコリカ製品を表示
するものとして、周知になっていました。


